
一
頁

郵
便
法
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
郵
便
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
も
の
」
を
「
料
金
の
水
準
を
上
回
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
会
社
の
経
営
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
切
な
も

の
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

「
も
の
」
を
「
料
金
の
水
準
を
上
回
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
会
社
の
経
営
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
六
項
第

二
号
」
に
、
「
次
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
一
条
」
に
、
「
軽
量
の
信
書
の
送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て

果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
、
国
民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
項

の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
上
限
の
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
二
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

会
社
は
、
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更



二
頁

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
が
郵
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に

お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
水
準
を
超
え
な
い
と
認
め
る
と
き
で

な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条
中
「
料
金
」
の
下
に
「
（
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限

の
額
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
一
号
中
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
八
十
七
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
同
条
第
三

項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
一
条
中
「
第
六
十
七
条
第
七
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正



三
頁

す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
の
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
第
三
号
に
お
い
て
「
定
形
信
書
便

物
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
軽
量
の
信
書
の
送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
、
国

民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
上
限

の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

一
般
信
書
便
事
業
者
は
、
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
が
一
般
信
書
便
事
業
の
能
率
的
な
経

営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
水
準
を
超
え
な
い
と
認

め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

三

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
が
一
般
信
書
便
事
業
の
能
率



四
頁

的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
水
準
を
超
え

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
限
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
中
「
第
二
十
七
条
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
「
第
二
十
七
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
七

条
第
四
号
」
に
、
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
郵
便
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
た
額
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
て
認
可
を
受
け



五
頁

た
定
形
郵
便
物
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
定
形
郵
便
物
を
い
う
。
）
の
料
金
の
上
限
の
額
と
み
な
す
。

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
三
条

一
般
信
書
便
事
業
者
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便

事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
信
書
便

法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
定
形
信
書
便
物
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
定
形
信
書

便
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
料
金
の
上
限
の
額
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
認
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
信
書
便
法
第
十
六
条
第
四
項
及

び
第
三
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
た
定

形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
新
信
書
便
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。



六
頁



七
頁

理

由

日
本
郵
便
株
式
会
社
が
自
ら
の
説
明
責
任
を
果
た
し
つ
つ
経
営
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
機
動
的
に
郵
便
に
関
す
る
料
金
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
定
形
郵
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
上
限
額
を
総
務
省
令
で
定
め
て
い
る
現
行
の
制
度

を
同
社
の
申
請
に
基
づ
き
上
限
額
を
総
務
大
臣
が
認
可
す
る
制
度
に
改
め
る
と
と
も
に
、
同
社
と
一
般
信
書
便
事
業
者
と
の
間

の
対
等
な
競
争
条
件
を
確
保
す
る
た
め
、
定
形
郵
便
物
に
相
当
す
る
信
書
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
も
同
様
の
制
度
に
改
め
る
等

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


